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第1節第1節 特性に応じた効果的な指導の実施等

1   適切なアセスメントの実施

（1）刑事司法関係機関におけるアセスメント機能の強化【施策番号66】
法務省は、刑事施設において、犯罪者処遇の基本理念となっている「RNR原則※1」にのっとった処

遇を実施するため、2012年度（平成24年度）から「受刑者用一般リスクアセスメントツール」（以下
「Gツール」という。）（資5-66-1参照）の開発を進めており、2017年（平成29年）11月からGツー
ルのうち一部の機能によって得られる結果や情報を処遇の参考とする運用を開始している。現段階に
おけるGツールは、原則として、受刑者の入所時等に実施する刑執行開始時調査において犯罪傾向の
進度を判定する全受刑者を対象としており、これまでの受刑回数や犯罪の内容等、主に処遇によって
変化しない要因（静的リスク要因）から、出所後2年以内に再び刑務所に入所する確率を推定するも
のである。Gツールの実施結果については、犯罪傾向の進度の判定や各種改善指導プログラム（【施
策番号83】参照）の対象者の選定の際の基礎資料として活用している。

少年鑑別所において、2013年度（平成25年度）から法務省式ケースアセスメントツール（以下
「MJCA」という。）（資5-66-2参照）の運用を開始し、MJCAを用いて、鑑別対象少年の再非行の可
能性及び教育上の必要性を定量的に把握し、その情報を少年院や保護観察所等の関係機関へと引き継
ぐことができる体制を構築した。2015年度（平成27年度）からは、性非行に特化した法務省式ケー
スアセスメントツール（性非行）（MJCA（S））の運用を開始している。

また、2014年度（平成26年度）から、少年院在院者のうち薬物非行を防止するための指導等、特
定のプログラムを受講する在院者には、原則として、処遇鑑別を行い、面接や各種心理検査、行動観
察等によって、少年院における教育や指導等に必要な情報を得たり、その変化を把握したりして、少
年院送致後の処遇による変化等を把握・分析し、その後の処遇指針を提案している。その他、2015
年の少年院法施行後、少年院在院者を、1週間程度、一時的に少年鑑別所に移して生活させ、集中的
にアセスメントを行う収容処遇鑑別を実施しており、少年院在院者に対するアセスメントの充実を
図っている。さらに、2015年の少年鑑別所法施行後、児童自立支援施設※2や児童養護施設※3の求め
によりアセスメントを実施することができるようになるなど、これら新たな制度を活用して、少年保
護手続のあらゆる場面・段階において、必要なアセスメントを行う取組を推進している。

保護観察所において、保護観察対象者に対して再犯防止のためのより効果的な指導・支援を行うた
めのアセスメントツール（CFP：Case Formulation in Probation/Parole）（資5-66-3参照）を開発
し、2018年（平成30年）10月から試行を開始し、2021年（令和3年）1月から本格実施している。
本アセスメントツールは、保護観察対象者の特性等の情報について、再犯を誘発する要因に焦点を当
てて網羅的に検討し、再犯リスクを踏まえた適切な処遇方針の決定に活用するものである。今後は、

※1 RNR原則
 リスク原則（Risk）、ニーズ原則（Needs）、レスポンシビティ原則（Responsivity）から成り立っており、再犯防止に寄与する処遇を

するためには、対象者の再犯リスクの高低に応じて、改善が可能な部分について、対象者に合った方法によって実施する必要があると
いう考え方のこと。

※2 児童自立支援施設
 非行問題を始めとした子供の行動上の問題や、家庭環境等の理由により生活指導等を要する児童に対応する児童福祉法に基づく施設。
※3 児童養護施設
 保護者のない児童や保護者に監護させることが適当でない児童に対し、安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、家

庭環境の調整等を行いつつ養育を行い、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援する児童福祉法に基づく施設。
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保護観察所における活用状況をモニタリングしつつ、刑事司法関係機関や医療・保健・福祉機関等と
の連携にも資するものとすることを目指している。

資5-66-1 受刑者用一般リスクアセスメントツール（Gツール）の概要

出典：法務省資料による
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資5-66-2 法務省式ケースアセスメントツール（MJCA）の概要

出典：法務省資料による。
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資5-66-3 CFP：Case Formulation in Probation/Paroleの概要

ＣＣ FF PP をを 活活 用用 しし たた 保保 護護 観観 察察

○保護観察官が保護観察対象者のアセスメント（見立て）を行うためのツール

○令和３年１月から本格導入（試行は平成３０年１０月から実施）

この人の再犯（再非行）を防ぐためには・・・
・どれくらい手厚く関わる必要がある？
・何を指導（支援）する必要がある？
・どのような関わり方をする必要がある？

２ CFPの目的

１ CFP（Case Formulation in Probation/Parole)とは

こ
れ
ま
で

保護観察官がアセスメント（見立て）を行う体系的な手法が確立されていない
⇒アセスメントや，アセスメントを踏まえた処遇方針の決定が，個々の保護観察官の
経験や力量に左右されてしまうことがあった

Ｃ
Ｆ
Ｐ
の
導
入

保護観察官は，ＣＦＰを活用した体系的なアセスメントを実施
⇒より適切に処遇方針を決定
⇒より効果的に再犯防止・改善更生を実現

ＣＦＰは，犯罪者の再犯
防止等に関する理論的・
実証的根拠を踏まえて

開発されている

３ CFPの内容

家家庭庭

・母と関係良い
家家庭庭

・父の家庭内暴力
・きょうだいの不和

保護観察の実施計画に反映

犯罪又は非行に至る過程

心心理理・・精精神神状状態態

・安心感
・自分を変えようと
する意欲

対対人人関関係係

・不良交友断絶

就就労労

・就労継続

改善更生を促進する要因
①再犯⼜は再非⾏の統計的確率の⾼さを評価
統計的分析ツールにより判定（高・中・低）

③犯罪・非⾏に⾄る過程と改善更⽣を促進する要因を
分析（右図参照）

暴力を肯定する
価値観

就就労労就就学学

・高校不合格
・頻繁に離職

対対人人関関係係

・不良交友

②「問題」と「強み」をとりまとめる
保護観察対象者の犯罪⼜は非⾏の背景にある，犯罪⼜は非
⾏に結び付く要因（問題）と，犯罪⼜は非⾏を抑制し，改善
更⽣を促進する要因（強み）について，８つの領域（家庭，
家庭以外の対人関係，就労・就学，物質使用，余暇，経済
状態，犯罪・非⾏や保護観察の状況，⼼理・精神状態）ごとに
整理

心心理理・・精精神神状状態態

・非行に対する抵抗感低下

非非行行

共犯

処遇方針の決定
○どれくらい手厚く関わるか（処遇密度）
○何を指導（支援）するか（指導監督及び補導
援護の内容）
○どのような関わり方をするか（保護観察実施
上の留意事項）

出典：法務省資料による。

（2）関係機関等が保有する処遇に資する情報の適切な活用【施策番号67】
法務省は、多角的な視点から適切にアセスメントを行い、それに基づく効果的な指導等を実施する

ため、必要に応じて、更生支援計画書等の処遇に資する情報を活用するための取組（試行）を2018
年度（平成30年度）から開始している。
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更生支援計画書は、弁護人が社会福祉士等に依頼して作成する、個々の被疑者・被告人に必要な福
祉的支援策等について取りまとめた書面であるが、実刑が確定した場合や、保護観察付執行猶予と
なった場合等においても、処遇上有用な情報が含まれ得るものと考えられる。そのため、一部の刑事
施設及び保護観察所において、弁護人から更生支援計画書の提供を受け、処遇協議を実施するなどし
て処遇に活用する試行を行っている。今後は、受刑者等に対する社会復帰支援の実施において、更生
支援計画書の活用の有用性等を検討することとしている。

また、少年院や保護観察所において、少年を処遇するに当たっては、家庭裁判所の少年調査記録や
少年鑑別所の少年簿に記載された情報を引き継ぎ、必要に応じて、在籍していた学校や、児童相談所
等の福祉関係機関等からも情報を収集し、これらの情報を踏まえた処遇を実施している。

2   性犯罪者・性非行少年に対する指導等

（1）性犯罪者等に対する専門的処遇【施策番号68】
法務省は、刑事施設において、特別改善指導（【施策番号1、2】参照）として、認知行動療法に

基づくグループワークによる性犯罪再犯防止指導（資5-68-1参照）を実施し、性犯罪につながる自
己の問題性を認識させるとともに、再犯に至らないための具体的な対処方法を考えさせたり、習得さ
せたりするなどしており、2020年度（令和2年度）の受講開始人員は424人であった。

同指導は、海外で効果が実証されているプログラムを参考に外部専門家の助言等を踏まえて策定し
たものであるが、その後、知的能力に制約がある者を対象とした「調整プログラム※4」や、刑期が短
いこと等により受講期間を十分確保できない者を対象とした「集中プログラム※5」を開発し、指導の
充実を図っている。さらに、受刑者が性犯罪に及ぶ要因は多様かつ複雑であることから、グループ
ワーク指導担当者が効果的な指導を行うことができるよう、集合研修の充実化、指導担当者による事
例検討会の定期的な開催、外部の専門家による指導担当者への助言等による指導者育成を行ってい
る。同指導については、2019年度（令和元年度）に効果検証の結果を公表しており、プログラム受講群
の方が、非受講群よりも再犯率が10.7ポイント低いことが示され、一定の再犯抑止効果が認められた。

少年院において、強制性交等、強制わいせつや痴漢といった性犯罪を始め、例えば、下着の窃盗
等、性的な動機により非行をした在院者に対し、特定生活指導として性非行防止指導を実施してお
り、2020年は、134人が修了した。また、男子少年院2庁において、特に重点的かつ集中的な指導を
実施しており、2020年度は、19人が同指導を修了した。さらに、2017年（平成29年）には、新たに
知的能力に制約のある対象者向けの指導プログラムを策定し、性非行防止指導体制の整備を図った。
これらの指導の結果は、少年院仮退院後の継続的な指導の実施に向け、保護観察所に引き継いでいる。

保護観察所において、自己の性的欲求を満たすことを目的とした犯罪行為を繰り返すなどの問題傾
向を有する保護観察対象者に対して、性犯罪者処遇プログラム（資5-68-2参照）を実施し、その問
題性を改善するための処遇の適切な実施を図っている。

同プログラムは、刑事施設における性犯罪再犯防止指導と同様に、認知行動療法に基づき、海外の
プログラムを参考に外部専門家の助言等を踏まえて策定されている。2019年度に実施した効果検証
の結果においては、プログラム受講群の方が非受講群よりも性犯罪の再犯率が11.1ポイント低く、一
定の再犯抑止効果が示唆された。

なお、法務省は、2019年度に、性犯罪者等に対する専門的処遇の一層の充実を図るため、法律、

※4 調整プログラム
 知的能力に制約がある者を対象としたプログラムであり、イラスト等の視覚情報やSST等の補助科目を効果的に取り入れるなどして実

施する。
※5 集中プログラム
 刑期が短いこと等の理由で通常の実施期間を確保できない者を対象としたプログラムであり、通常のプログラムの内容を凝縮し、短期

間で実施する。
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心理学、医学等の有識者を構成員とする検討会を開催し、2020年10月にその結果を「性犯罪者処遇
プログラム検討会報告書」※6として取りまとめ、公表した。同報告書では、現行のプログラムの課題
と更なる充実化の方向性、矯正施設収容中から出所後までの一貫性のある効果的な指導、指導担当者
の研修体制の3つの論点について提言がなされた。同提言の内容等を踏まえ、プログラムの改訂作業
等を行っており、2022年度中（令和4年度中）から新たなプログラムを実施する予定としている※7。

資5-68-1 性犯罪再犯防止指導の概要

出典：法務省資料による。

※6 「性犯罪者処遇プログラム検討会報告書」関係資料URL
 https://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo10_00027.html
 （法務省ホームページ「性犯罪者処遇プログラム検討会報告書について」へリンク。）

※7 「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」（2020年（令和2年）6月11日性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議）において、2022年
度末までの「集中強化期間」に、専門的プログラムの拡充を検討することが掲げられている。
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資5-68-2 性犯罪者処遇プログラムの概要

出典：法務省資料による。

（2）子供を対象とする暴力的性犯罪をした者の再犯防止【施策番号69】
警察は、13歳未満の子供に対して強制わいせつ等の暴力的性犯罪をした刑事施設出所者について、

法務省から情報提供を受け、各都道府県警察において、当該出所者と連絡を取り、同意を得て面談を
行うなど、再犯防止に向けた措置を講じている。

3   ストーカー加害者に対する指導等

（1）被害者への接触防止のための措置【施策番号70】
警察及び法務省は、2013年（平成25年）4月から、ストーカー事案を始めとする恋愛感情等のも

つれに起因する暴力的事案に係る仮釈放者及び保護観察付執行猶予者について、被害者等に接触しよ
うとしているなどの問題行動等の情報を共有するなど、緊密かつ継続的な連携によって、こうした者
の特異動向等を双方で迅速に把握することができるようにしている。

また、保護観察所において、警察から得た情報等を基にして、必要に応じ再加害を防止するための
指導を徹底するなどしており、遵守事項※8違反の事実が確認されたときは、仮釈放の取消しの申出又
は刑の執行猶予の言渡しの取消しの申出を行うなど、ストーカー加害者に対する適切な措置を実施し
ている。

※8 遵守事項
 保護観察対象者が保護観察期間中に守らなければならない事項。全ての保護観察対象者に共通して定められる一般遵守事項と、個々の

保護観察対象者ごとに定められる特別遵守事項がある。遵守事項に違反した場合には、仮釈放の取消しや刑の執行猶予の言渡しの取消
し等のいわゆる不良措置がとられることがある。
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（2）ストーカー加害者に対するカウンセリング等【施策番号71】
警察は、加害者への対応方法や治療・カウンセリングの必要性について精神科医等の助言を受け、

加害者に治療・カウンセリングの受診を勧めるなど、地域の精神科医療機関等との連携を推進してい
る。また、ストーカー加害者への対応を担当する警察職員に、精神医学的・心理学的アプローチに関
する技能や知識の向上に係る研修を受講させている。

（3）ストーカー加害者に対する指導等に係る調査研究【施策番号72】
警察庁及び法務省は、ストーカー加害者が抱える問題等や、効果的な指導方策、処遇等について、

2017年度（平成29年度）から、一定期間におけるストーカー加害者の再犯の状況等に関する調査研
究を実施し、2014年（平成26年）に警察においてストーカー事案として相談等受理された経緯のあ
る受刑者や保護観察対象者について、その実態の把握を行ったところである。これを踏まえ、より効
果的な処遇を実施するためのアセスメント方法等について2021年度（令和3年度）中に刑事施設向
けの執務参考資料を作成予定であるほか、保護観察所においては、2021年1月から類型別処遇（【施
策番号83】参照）に新たに「ストーカー類型」を位置付け、類型ごとの処遇の指針である「類型別
処遇ガイドライン」を踏まえた処遇を実施している。さらに、保護観察対象者に係る保護観察所と警
察との情報共有について、引き続き推進することとしている。

4   暴力団関係者等再犯リスクが高い者に対する指導等

（1）暴力団からの離脱に向けた指導等【施策番号73】
法務省は、刑事施設において、特別改善指導（【施策番号1、2】参照）として暴力団離脱指導

（資5-73-1参照）を実施し、警察等と協力しながら、暴力団の反社会性を認識させる指導を行い、
離脱意志の醸成を図るなどしており、2020年度（令和2年度）の受講開始人員は551人であった。

また、保護観察所において、暴力団関係者の暴力団からの離脱に向けた働き掛けを充実させるた
め、警察、暴力追放運動推進センター※9及び矯正施設との連携を強化しており、暴力団関係者の離脱
の意志等の情報を把握・共有して必要な指導等をしている。

さらに、警察及び暴力追放運動推進センターにおいては、矯正施設及び保護観察所と連携し、離脱
に係る情報を適切に共有するとともに、矯正施設に職員が出向いて、暴力団員の離脱意志を喚起する
ための講演を実施するなど暴力団離脱に向けた働き掛けを行っている。

2020年中に、警察及び暴力追放運動推進センターが援護の措置等を行うことにより、約510人の者
が暴力団から離脱した（資5-73-2参照）。

※9 暴力追放運動推進センター
 暴力団員による不当な行為の防止と被害の救済を目的として、市民の暴力団排除活動を支援する組織であり、各都道府県公安委員会又

は国家公安委員会に指定される。
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資5-73-1 暴力団離脱指導の概要

出典：法務省資料による。
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資5-73-2 離脱者数の推移（概数）

（平成28年～令和2年）
年　次 離脱者数（概数）
平成28年 640

29 640

30 640

令和元年 570

2 510

注1　警察庁調査による。
2　離脱者数は、警察、暴追センターが離脱支援をしたことで暴力団から離脱した者の数である。

（2）暴力団員の社会復帰対策の推進【施策番号74】
警察は、暴力団からの離脱及び暴力団離脱者の社会復帰・定着を促進するため、都道府県単位で、

警察のほか、暴力追放運動推進センター、職業安定機関、矯正施設、保護観察所、協賛企業等で構成
される社会復帰対策協議会の枠組みを活用して、暴力団離脱者のための安定した雇用の場を確保し、
社会復帰の促進に取り組んでいる。

5   少年・若年者に対する可塑性に着目した指導等

（1）刑事司法関係機関における指導体制の充実【施策番号75】
法務省は、少年院において、適正な処遇（資5-75-1参照）を展開するとともに、きめ細かい指導

等を実施し、矯正教育の充実を図るため、生活の場である集団寮における指導を複数職員で行う体制
の充実を図っており、2020年度（令和2年度）は、18庁で複数指導体制を実施している。

資5-75-1 少年院における処遇の概要

出典：法務省資料による。
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（2）関係機関と連携したきめ細かな支援等【施策番号76】
法務省は、少年院において、家庭裁判所や保護観察所、少年鑑別所、児童相談所等の関係機関の担

当者が一堂に会して、少年院在院者を対象とした処遇ケース検討会を実施し、処遇の一層の充実を図
るとともに、関係機関との実質的な連携・協力体制を強化しており、2020年度（令和2年度）は、
全少年院において、合計174回の処遇ケース検討会を実施した。

少年鑑別所において、2015年（平成27年）の少年鑑別所法施行後、地域援助を通じて、地域にお
ける関係機関との連携に係るネットワークの構築に努めている。特に、児童相談所や児童福祉施設、
福祉事務所等を含む福祉・保健機関からの心理相談等の依頼は増加しており、依頼内容も、問題行動
への対応や、その背景に知的な問題や発達障害等が疑われる者への支援等、幅広く寄せられている。
2020年におけるこれら福祉・保健機関等からの心理相談等の依頼件数は、2,308件であった。また、
少年鑑別所が、所在する地域の警察と少年の立ち直り支援活動に関する協定書を結ぶなど、県警少年
サポートセンターとの連携を強化している。そのほか、2020年度から、法務省児童虐待防止プラン
に基づき、全国の少年鑑別所が、法務省の児童虐待担当窓口の一つとして位置付けられたことを踏ま
え、児童相談所等関係機関とより一層緊密に連携し、児童虐待の早期発見・早期対応に協力できる体
制の維持・構築を推進している。

保護観察所において、被虐待経験を有していたり、心身の障害を有しているなどして何らかの支援
を必要とする保護観察対象者について、児童相談所等の関係機関の担当者との情報共有や協議を行う
など、必要に応じて関係機関との連携を行い、きめ細やかな支援等を実施している。

（3）少年鑑別所における観護処遇の充実【施策番号77】
法務省は、少年鑑別所において、在所者に対する健全な育成のための支援として、その自主性を尊

重しつつ、職員が相談に応じたり助言を行ったりしている。また、在所者の情操を豊かにし、健全な
社会生活を営むために必要な知識及び能力を向上させることができるよう、地域の関係機関や民間ボ
ランティア等の協力を得ながら、在所者に対して、学習、文化活動その他の活動の機会を与えてお
り、その活動の実施に関しても、在所者の自主性を尊重しつつ、必要な助言及び援助を行っている。

（4）非行少年に対する社会奉仕体験活動等への参加の促進【施策番号78】
警察は、非行少年を生まない社会づくり（【施策番号60】参照）の一環として、少年サポートセン

ターが主体となって、少年警察ボランティア（少年補導員、少年警察協助員及び少年指導委員）や、
少年と年齢が近く少年の心情や行動を理解しやすい大学生ボランティア、関係機関と連携して、非行
少年の立ち直りを支援する活動（資5-78-1参照）に取り組んでいる。この活動においては、個々の
少年の状況に応じた指導・助言のほか、周囲の人々とのつながりの中で少年に自己肯定感や達成感を
感じさせ、また、他人から感謝される体験を通じてきずなを実感させることにより、少年の心のより
どころとなる新たな「居場所」を作る社会奉仕体験活動、農業体験等の生産体験活動、スポーツ活動
等への参加の促進を図っている。
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資5-78-1 少年の立ち直り・健全育成を支援する大学生ボランティアの活動の概要

出典：警察庁資料による。

（5）保護者との関係を踏まえた指導等の充実【施策番号79】
法務省は、少年院において、在院者とその保護者との関係改善や在院者の処遇に対する保護者の理

解・協力の促進、保護者の監護能力の向上等を図るため、保護者に対して、保護者ハンドブック（資
5-79-1参照）の提供や面接等を実施している上、2015年（平成27年）からは、在院者が受ける矯正
教育を共に体験してもらう保護者参加型プログラムを実施している（【施策番号25】参照）。また、
保護者による適切な監護が得られない場合にも、処遇ケース検討会（【施策番号76】参照）等の場に
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おいて関係機関等と連携し、在院者の状況に応じた指導・支援を行っている。
保護観察所において、必要に応じて、保護観察対象少年に対し、保護者との関係改善に向けた指

導・支援を行うとともに、保護者に対する措置として、対象者の処遇に対する理解・協力の促進や保
護者の監護能力の向上を図るための指導・助言を行っている。具体的には、「保護者のためのハンド
ブック」（資5-79-2参照）の提供や、講習会、保護者会を実施しており、2020年度（令和2年度）の
保護者会等の実施回数は23回であった。また、保護者による適切な監護が得られない場合には、児
童相談所等の関係機関や民間団体等と連携し、本人の状況に応じて、社会での自立した生活に向けた
指導・支援を行っている。

資5-79-1 少年院における「保護者ハンドブック」

出典：法務省資料による。

資5-79-2 保護観察所における「保護者のためのハンドブック」

出典：法務省資料による。
「保護者のためのハンドブック」は、教育学の専門家の協力を得て、子供の非行や問題行動に悩んでいる保護者にとって参考となるよ
う子供とのコミュニケーションの取り方等を解説している。これを保護観察の開始時に保護者に交付し、必要に応じて内容の説明や助
言をするなどして、親子関係を改善することを目的として活用している。
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（6）非行少年を含む犯罪者に対する処遇を充実させるための刑事法の整備等【施策番号80】
少年法における「少年」の上限年齢の在り方及び非行少年を含む犯罪者に対する処遇を一層充実さ

せるための刑事法の整備の在り方については、2017年（平成29年）2月から、法制審議会において
調査審議が行われ、2020年（令和2年）10月、法務大臣に対し答申がなされた。

答申は、18歳及び19歳の者については、刑事司法制度において、18歳未満の者とも20歳以上の者
とも異なる取扱いをすべきであるとして、「罪を犯した18歳及び19歳の者に対する処分及び刑事事件
の特例等」の要綱（骨子）を掲げているほか、18歳及び19歳の者に限らず、より広く一般的に再犯
防止対策の観点からその整備・実施が推進されるべき事項として、懲役・禁錮を単一化した新たな自
由刑の創設、刑の執行段階等における被害者等の心情等の聴取・伝達制度、刑の全部の執行猶予制度
の拡充、更生緊急保護の対象の拡大等の法整備や、若年受刑者を対象とする処遇内容の充実、犯罪被
害者等の視点に立った保護観察処遇の充実等の施策を幅広く掲げている。

法務省は、答申に基づき、18歳及び19歳の者を引き続き少年法の適用対象としつつ、17歳以下の
少年とは異なる特例として、①いわゆる原則逆送対象事件に、死刑又は無期若しくは短期1年以上の
懲役・禁錮に当たる罪の事件を加えること、②保護処分は、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超え
ない範囲内においてしなければならないとするとともに、ぐ犯をその対象から除外すること、③検察
官送致決定後の刑事事件の特例に関する規定は、原則として適用しないこと、④18歳又は19歳の時
に犯した罪により公判請求された場合には、いわゆる推知報道の禁止に関する規定を適用しないこと
等を定める少年法等の一部を改正する法律案を作成し、2021年（令和3年）2月19日、第204回国
会に提出した。

その後、2021年5月21日に少年法等の一部を改正する法律（令和3年法律第47号）が成立し、同
法は2022年（令和4年）4月1日から施行されることとなった。

また、答申に掲げられたその他の制度・施策についても、法務省において、その実現に向けて所要
の作業を進めている。

6   女性の抱える問題に応じた指導等【施策番号81】

法務省は、刑事施設において、女子受刑者特有の問題に対処するため、2014年（平成26年）4月
から順次、看護師、助産師、介護福祉士等、医療・福祉等の地域の専門家の協力・支援を得て、女子
受刑者に対する助言・指導や職員に対する研修等を行う、「女子施設地域連携事業」を開始し、現在
は、対象となる10庁全ての女子刑事施設において実施している。さらに、摂食障害を有する女子受
刑者に対する治療・処遇体制を強化するため、2019年度（令和元年度）に、医療専門施設である東
日本成人矯正医療センター、大阪医療刑務所及び北九州医療刑務所に、臨床心理士を配置し、全国の
摂食障害女子受刑者を収容することで、より効果的な治療が受けられる体制の整備を行った。それ以
降、全国の女子刑事施設11庁に収容中の摂食障害女子受刑者を当該医療専門施設に移送し、治療を
実施している。また、同じく2019年度には、摂食障害治療・処遇体制の統一を図るため、これら医
療専門施設に加え、全国の女子刑事施設の摂食障害治療・処遇に携わる職員（医師、看護師、臨床心
理士、刑務官等）に対する集合研修を実施したものの、2020年度（令和2年度）は新型コロナウイ
ルス感染拡大の影響により中止した。

少年院において、女子在院者の多くが虐待等の被害体験や性被害による心的外傷等の精神的な問題
を抱えていることを踏まえ、2017年度（平成29年度）、女子少年院在院者の特性に配慮した処遇プロ
グラム（資5-81-1参照）を策定し、女子少年院全庁で実施している。今後、同プログラムの効果検
証を進めつつ、PDCAサイクルに基づくプログラムの展開を図ることとしている。

さらに、保護観察所において、地域社会の中でも女性の特性に配慮した指導・支援を推進するため、
2017年度から、女性や女子少年を受け入れる各更生保護施設において職員を1人増配置している。
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資5-81-1 女子少年院在院者の特性に配慮した処遇プログラムの概要

出典：法務省資料による。

7   発達上の課題を有する犯罪をした者等に対する指導等【施策番号82】

法務省は、少年院において、在院者の年齢や犯罪的傾向の程度等に着目し、一定の共通する類型ご
とに矯正教育課程※10を定め、発達上の課題を有する者については、その特性に応じて、支援教育課
程※11Ⅰ～Ⅴのいずれかを履修するよう指定しており、2020年（令和2年）、支援教育課程Ⅰ～Ⅴのい
ずれかを指定された在院者は433人であった。また、発達上の課題を有する在院者の処遇に当たって
は、2016年（平成28年）に策定した「発達上の課題を有する在院者に対する処遇プログラム実施ガ
イドライン」（資5-82-1参照）を活用しているほか、2018年度（平成30年度）からは、身体機能の
向上に着目した指導を導入し、その充実に努めている。

さらに、2015年度（平成27年度）からは、支援教育課程を置く少年院の職員に対する集合研修を
実施しており、2018年度からは、その研修期間を延長し、指導体制の更なる充実・強化を図ってい
る。

保護観察所において、類型別処遇（【施策番号83】参照）における「発達障害」類型に該当する、
又はその他発達上の課題を有する保護観察対象者について、必要に応じて、児童相談所や発達障害者
支援センター等と連携するなどして、個別の課題や特性に応じた指導等を実施している。また、更生
保護官署職員及び保護司に対し、発達障害に関する理解を深め、障害特性を理解した上で的確な支援

※10 矯正教育課程
 在院者の年齢、心身の障害の状況及び犯罪的傾向の程度、社会生活への適応に必要な能力等の特性について、一定の類型に分け、その

類型ごとに在院者に対して行う矯正教育の重点的な内容及び標準的な期間を定めたもの。
※11 支援教育課程
 障害又はその疑い等のため処遇上の配慮が必要な者に対して指定する矯正教育課程をいう。支援教育課程のうち、Ⅰは知的障害、Ⅱは

情緒障害若しくは発達障害、Ⅲは義務教育終了者で知的能力の制約や非社会的行動傾向のある者等に対して指定する。また、Ⅳは知的
障害、Ⅴは情緒障害若しくは発達障害のある者等で、犯罪的傾向が進んだ者に対して指定する。
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を行うための研修や教材の整備を実施している。

資5-82-1 発達上の課題を有する在院者に対する処遇プログラム実施ガイドラインの概要

出典：法務省資料による。

8   その他の効果的な指導等の実施に向けた取組の充実

（1）各種指導プログラムの充実【施策番号83】
法務省は、刑事施設において、性犯罪再犯防止指導（【施策番号68】参照）や薬物依存離脱指導

（【施策番号44】参照）等の特別改善指導のほか、一般改善指導（資2-2-1参照）としてアルコール
依存回復プログラム（資5-83-1参照）や暴力防止プログラム（資5-83-2参照）等を実施している。

特に、児童等に対する虐待行為をした受刑者に対しては、暴力防止プログラムの中で、再加害防止
に向けて、本人の責任を自覚させ、暴力を振るうことなく生活するための具体的なスキルを身に付
け、実践できるようにするため、家族を始めとした親密な相手に対する暴力に関するカリキュラムを
実施しているほか、必要に応じて、犯した罪の大きさや被害者の心情等を認識させ、再び罪を犯さな
い決意を固めさせるための被害者の視点を取り入れた教育（【施策番号86】参照）も実施している。

2020年度（令和2年度）における特別改善指導の受講開始人員は、資5-83-3のとおりである。
少年院において、2018年（平成30年）から、特殊詐欺の問題性を理解させ、再犯・再非行を防止
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第 5章

するための指導を一層充実・強化するための教材整備に向けた検討を行っており、振り込め詐欺等の
特殊詐欺に関与した少年院在院者を有する一部少年院では、当該教材を用いた指導を実施している。

保護観察所において、保護観察対象者に対し、認知行動療法に基づく専門的処遇プログラムを実施
している。専門的処遇プログラムには、2006年（平成18年）から実施している性犯罪者処遇プログ
ラム（【施策番号68】参照）及び2016年（平成28年）から実施している薬物再乱用防止プログラム

（【施策番号44】参照）のほか、2008年（平成20年）から実施している暴力防止プログラム（資
5-83-4参照）及び2010年（平成22年）から実施している飲酒運転防止プログラム（資5-83-5参照）
の4種類がある。保護観察対象者の問題性に応じて、各プログラムを受けることを特別遵守事項とし
て義務付けるほか、必要に応じて生活行動指針※12として設定するなどして実施している。

2019年（令和元年）から、児童に対する虐待行為をした保護観察対象者に対しては、暴力防止プ
ログラム（児童虐待防止版）（資5-83-6参照）を試行的に実施し、身体的虐待につながりやすい考え
方の変容、養育態度の振り返り、児童との適切な関わり方の習得、身体的虐待を防止するために必要
な知識の習得を図っている。

2020年における専門的処遇プログラムによる処遇の開始人員は、資5-83-7のとおりである。
また、2020年3月から、保護観察対象者のうち嗜癖的な窃盗事犯者に対しては、「窃盗事犯者指導

ワークブック」や、自立更生促進センターが作成した処遇プログラムを活用し、窃盗の背景要因や問
題を分析し、窃盗を止める意欲を高め、具体的な行動計画を考えさせることなどを通じて、その問題
性に応じた保護観察処遇も実施している。

さらに、1990年（平成2年）から保護観察対象者の問題性その他の特性を、その犯罪・非行の態
様等によって類型化して把握し、各類型ごとに共通する問題性等に焦点を当てた処遇として「類型別
処遇」を実施しているところ、保護観察の実効性を一層高めることを目的として、2021年（令和3
年）1月から新たな「保護観察類型別処遇要領」を定め、同要領に基づき類型別処遇を実施している

（資5-83-8参照）。昨今の犯罪・非行情勢等を踏まえ、「ストーカー」、「特殊詐欺」、「嗜癖的窃盗」、
「就学」類型を新設したほか、「精神障害」類型の下位類型として「発達障害」、「知的障害」類型を定
めるなど、類型の区分を見直すとともに、保護観察対象者に対する各類型ごとの処遇指針として、

「類型別処遇ガイドライン」を新たに定め、同ガイドラインをアセスメント、保護観察の実施計画の
作成及び処遇の実施等に活用した処遇を実施している。

※12 生活行動指針
 保護観察における指導監督を適切に行うため必要があると認めるときに保護観察所の長が定める保護観察対象者の改善更生に資する生

活又は行動の指針である。保護観察対象者は、生活行動指針に即して生活し、行動するよう努めることを求められるが、これに違反し
た場合に、直ちに不良措置をとられるものではない点で、特別遵守事項とは異なる。

152 令和3年版 再犯防止推進白書

犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導の実施等のための取組



資5-83-1 刑事施設におけるアルコール依存回復プログラムの概要

出典：法務省資料による。
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資5-83-2 刑事施設における暴力防止プログラムの概要

出典：法務省資料による。
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資5-83-3 刑事施設における特別改善指導の受講開始人員

（平成28年度～令和2年度）
プログラムの種類 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

薬 物 依 存 離 脱 指 導 9,435 10,989 9,728 8,751 7,707

暴 力 団 離 脱 指 導 519 553 694 557 551

性 犯 罪 再 犯 防 止 指 導 493 504 797 563 424

被害者の視点を取り入れた教育 843 804 793 696 538

交 通 安 全 指 導 1,792 1,703 1,863 1,804 1,659

就 労 支 援 指 導 3,668 3,638 3,526 3,664 2,952

出典：法務省資料による。

資5-83-4 保護観察所における暴力防止プログラムの概要

出典：法務省資料による。
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資5-83-5 保護観察所における飲酒運転防止プログラムの概要

出典：法務省資料による。

資5-83-6 保護観察所における暴力防止プログラム（児童虐待防止版）の概要

出典：法務省資料による
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資5-83-7 保護観察所における専門的処遇プログラムによる処遇の開始人員

（平成28年～令和2年）
①仮釈放者

プログラムの種類 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年
性犯罪者処遇プログラム 591 618 589 542 510

薬物再乱用防止プログラム 971 1,230 1,811 1,823 1,797

暴 力 防 止 プ ロ グ ラ ム 160 164 167 174 153

飲酒運転防止プログラム 188 170 186 169 173

②保護観察付全部執行猶予者
プログラムの種類 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

性犯罪者処遇プログラム 348 321 299 286 256

薬物再乱用防止プログラム 444 418 418 330 298

暴 力 防 止 プ ロ グ ラ ム 114 105 103 112 103

飲酒運転防止プログラム 103 73 75 83 51

③保護観察付一部執行猶予者
プログラムの種類 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

性犯罪者処遇プログラム ― 11 20 28 25

薬物再乱用防止プログラム ― 224 892 1,345 1,407

暴 力 防 止 プ ロ グ ラ ム ― 2 9 2 4

飲酒運転防止プログラム ― 3 6 3 3

注　1　法務省資料による。
2　「保護観察付一部執行猶予者」については，平成28年の該当者はいない。
3　 「薬物再乱用防止プログラム」については，平成28年1月から同年5月までは，「覚せい剤事犯者処遇プログラム」による処遇の開

始人員を計上している。
4　 「暴力防止プログラム」及び「飲酒運転防止プログラム」については，プログラムによる処遇を特別遵守事項によらずに受けた者を

含む。
5　 仮釈放期間満了後，一部執行猶予期間を開始した保護観察付一部執行猶予者については，「仮釈放者」及び「保護観察付一部執行猶

予者」の両方に計上している。

資5-83-8 保護観察所における類型別処遇の概要

類型別処遇

類型別処遇の目的

保護観察対象者の問題性その他の特性を，その

犯罪・非⾏の態様等によって類型化して把握し，

各類型ごとに共通する問題性等に焦点を当てた処

遇の方法等に関する知⾒を活用した保護観察を

実施するための指針（※）を定め，犯罪又は非

⾏の要因及び改善更⽣に資する事項に関する分

析，保護観察の実施計画の作成並びにその実施

等に活用することにより，保護観察の実効性を高

めることを目的とするもの。

類型の区分

関係性領域

児童虐待

配偶者暴⼒

家庭内暴⼒

ストーカー

不良集団領域

暴⼒団等

暴⾛族

特殊詐欺

社会適応領域

就労困難

就学（中学⽣）

精神障害（発達障害，知的障害）

高齢

嗜癖領域

薬物

アルコール

性犯罪

ギャンブル

嗜癖的窃盗

類型別処遇を実施するための指針として作成した

ものであり，右記４領域16類型について，その定

義を述べた上で，⾒⽴てをするための視点を提⽰し，

そのための情報収集の留意事項を記載したほか，

各類型に適合した処遇の方法の例を記載している。

※類型別処遇ガイドライン

出典：法務省資料による。
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第 5章

「生きがいをもった生き直し」から再犯防止へ

C O L U M N 6

一般財団法人ワンネスグループ（ワンネス財団）は2005年（平成17年）に活動をスタートし、奈良
県と沖縄県に主な拠点を置いている。当財団傘下の各法人が障害者総合支援法に基づく事業所など計24
か所を運営し、これまで1,200名近くの方の生き直しをサポートした。自立準備ホーム※13については、
開始初年度から登録させていただき、出所・出院者の受け入れは累計100名を超えている。また、無料
相談窓口（電話、メール、SNS）を運営し、全国から年間約5,000件の相談が寄せられている。

設立15年を迎えた昨年から、アルコールや薬物、ギャンブル等の依存状態の方だけではなく、様々な
心の課題や知的・発達課題を抱えた方などへの支援を始め、出所・出院者についても同様に受入対象を拡
大している。『孤独の解消と自己実現』は、当財団が掲げているミッションであり、支援範囲拡大の理由
とも言える。依存に限らず様々な心理的課題を持つ方の多くが、生きづらさを感じ生きていて、それら痛
みの感情の対処を続けた先に、今の孤独があると考えている。生きづらさに至る経緯は人それぞれだが、
人生の主導権を他者へ引き渡し、他律の生き方の中で様々な困難が起こっていることがおおよそ共通して
いる。それゆえ、単に再犯しない、依存行為を止めるというレベルを超えた、他律から自律への変容に向
けた本質的なアプローチが必要なのである。

ワンネスグループが運営している施設では、受刑や触法の経験を持つスタッフが多く在籍し、旧来型の
民間施設の良い部分である経験者の寄り添いを大切にしながらも、カリキュラムについては自助グループ
のようなミーティングを一切行わず、身体・精神・社会的に良好な状態を目指した多面的支援を提供して
いる。基盤に据えているのは「ウェルビーイング理論」注1であり、ポジティブ心理学創始者のマーティ
ン・セリグマン博士はじめ、国内外の第一線研究者に協力いただき、幸福を構成する5つの要素である

「PERMA」注2を意識したグループワークや野外アクティビティなどを行っている。出所・出院者の生き
直しについては、日本初となる受刑者のためのライフキャリアスクール「Power to the Prisoners！

（通称：P2P）」を立ち上げ、関連企業や学校法人等とのコラボレーションで、三重県では高品質イチゴ
の栽培を、沖縄県ではホースセラピーや海洋実習などをカリキュラムの一環として行うなど、多様性ある
成長を支援している。

ワンネスグループにおける再犯防止支援の中で、まず、施設利用者を再犯に至らせないことが大切なの
は当然であるが、私たちはむしろ本質的な変容に注目している。ある利用者は、大半の時間を刑事施設で
過ごし、人生を諦めかけていた。施設入所の理由も当初は、単に住む場所が無いという消極的なものでは
あったが、カリキュラムを通して「自分には、元々幸せな人生を歩む力が備わっている」ことを実感した
という。かつては欠点だけを気にして、人生の主導権を他者へ渡し続けていた中で、自身の力の存在を信
じられなくなっていたが、治療共同体注3施設での様々な場面で挑戦し葛藤する過程全てを自身が引き受
ける中、力の存在に気付いた。他の利用者たちも以前就いていた仕事に再チャレンジし、学校へ入復学す
るなど、それぞれの生きがいにたどり着いている。

現在、各地の刑事施設や保護観察所など関係機関にて支援方針をお伝えする機会を頂いており、奈良県
内では他の事業所や奈良県地域生活定着支援センターと協働して「断らない支援」の枠組み構築を目指し
ている。誰も爪弾きにされることがなく生き直しが可能な社会づくりのため、これからも財団自体が学び
成長し続け、連携を拡げていきたい。

注1　ウェルビーイング理論
  ワンネス財団（ワンネスグループ）がプログラムのベースとしているWell-Being（ウェルビーイング）理論は、ポジ

ティブ心理学の中で誕生したキーワードで、身体的、精神的、社会的に「良好な状態」を示し、「幸せ」を意味します。
注2　PERMA
  ウェルビーイングを高めるフレームワークとして、5つの要素からなるPERMA（パーマ）モデル（POSITIVE 

EMOTION…前向きな気持ち、ENGAGEMENT…没頭できること、RELATIONSHIP…良好な人間関係、MEANING
…人生の意味・意義、ACCOMPLISHMENT…達成する感覚・熟練して行く感覚）が提唱されています。

※13 自立準備ホーム
 【施策番号28】参照。

ワンネス財団共同代表 三宅 隆之
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（2）社会貢献活動等の充実【施策番号84】
法務省は、刑事施設において、受刑者に社会に

貢献していることを実感させることで、その改善
更生、社会復帰を図ることを目的として、2011
年度（平成23年度）から公園の清掃作業を行う
などの社会貢献作業を実施しており、2020年度

（令和2年度）は、刑事施設25庁26か所において
社会貢献作業を実施した。

なお、2020年度には、新型コロナウイルス感
染症の感染拡大に伴い、医療機関において全国的
に医療用ガウンが不足している現状を踏まえ、厚
生労働省からの依頼を受け、2020年5月中旬か
ら42庁の刑事施設において、約140万着の医療用
ガウンを製作し、全国の医療従事者に届くよう、
都道府県に納品した（【コラム12】参照）。

少年院において、全庁で特別活動指導※14として社会貢献活動を実施しており、公園や道路の清掃
等、在院者の特性や地域社会の実情等に応じた活動を行っている（写真5-84-1参照）。

なお、2020年度には、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、複数の施設の在院者がマス
クを製作し、社会福祉法人や民間協力者に寄贈した。

保護観察所において、2015年（平成27年）6月から、保護観察対象者に対し、自己有用感のかん
養、規範意識や社会性の向上を図るため、公園や河川敷等公共の場所での清掃活動や、福祉施設での
介護補助活動といった地域社会の利益の増進に寄与する社会的活動を継続的に行う社会貢献活動（資
5-84-1参照）を、特別遵守事項として義務付けたり、必要に応じて生活行動指針として設定したり
して実施している。

また、2018年度（平成30年度）には、これまでの保護観察所における社会貢献活動の処遇効果に
ついて検証し、より効果的な運用を図ることを目的として、法律、教育、福祉、心理学等の有識者を

※14 特別活動指導
 特別活動指導とは、少年院法第29条に規定される、在院者に対し、その情緒を豊かにし、自主、自律及び協同の精神を養わせること

を目的とした指導で、社会貢献活動、野外活動、運動競技、音楽、演劇等に関する指導を行っている。

写真5-84-1 少年院における社会貢献活動の様子

写真提供：法務省資料による。

注3　治療共同体
  共同生活の中で依存症脱却プログラムを受け、それぞれが役割を担うことをとおして、かつては依存対象を使用せざる

を得なかった行動様式（生活様式）を変え、物事の見方や捉え方に変化が生じる結果、依存から脱却していくという考
え方です。

ワンネスグループで行うホースセラピー ワンネスグループで行うイチゴ栽培
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構成員とする検討会を開催し、調査・検討を行った。同検討会では、現在の活動に一定の効果が認め
られることが検証された一方、柔軟な活動計画の作成を可能とする制度設計を行うことや幅広く実施
対象者を選定すること等の必要性が指摘された。こうした検討結果を踏まえ、実施対象者を選定する
際の条件を緩和し、一律5回とされていた活動の標準回数を3回（上限5回）に変更する等、新たな
運用を2019年（令和元年）10月から開始している。

2020年度末現在、社会貢献活動場所として2,059か所が登録されており、その内訳は、福祉施設が
1,029か所、公共の場所が800か所、その他が230か所となっている。2020年度においては379回の社
会貢献活動を実施し、延べ665人が参加した。

資5-84-1 保護観察所における社会貢献活動の概要

出典：法務省資料による。

（3）関係機関や地域の社会資源の一層の活用【施策番号85】
法務省は、刑事施設において、薬物依存離脱指導（【施策番号44】参照）の実施に当たり、ダル

ク※15等の民間の自助グループ※16の協力を得ているほか、他の改善指導（【施策番号83】参照）につ
いても、被害者支援団体、福祉関係機関等職員、警察関係者、公共職業安定所職員、地方公共団体職
員等の参画を得て、広く関係機関や地域社会と連携した指導を推進している。

少年院において、矯正教育の実施に当たり、近隣の自助グループを始めとする民間団体からの協力
を得て、効果的な指導の実施に努めているほか、院外委嘱指導※17の枠組みによって、社会資源を活
用した指導を実施している。

※15 ダルク
 DARC：Drug Addiction Rehabilitation Center。薬物依存者の回復を支援する民間施設。
※16 自助グループ
 同じ問題を抱える仲間同士が集まり、互いに悩みを打ち明け、助け合って問題を乗り越えることを目的として、ミーティングが行われ

ている。
※17 院外委嘱指導
 少年院法第40条に規定される、事業所の事業主、学校の長、学識経験がある者等に委嘱し、少年院の外の場所に、職員の同行なしに

通わせて実施する指導。
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保護観察所において、保護観察対象者の特性に応じ、保護観察終了後の生活を視野に入れ、ダル
ク、NA※18、AA※19、GA※20といった地域の自助グループの支援につなげられるよう調整等を行ってい
る。

また、法務省及び厚生労働省は、2015年（平成27年）11月、「薬物依存のある刑務所出所者等の支
援に関する地域連携ガイドライン」（【施策番号52】参照）を策定し、保護観察付一部執行猶予者等の
薬物依存者を支援対象として、都道府県や医療機関等を含めた関係機関や民間支援団体が緊密に連携
し、その機能や役割に応じた支援を効果的に実施できるよう基本的な方針を定め、2016年度（平成
28年度）からその運用を開始している。

9   犯罪被害者等の視点を取り入れた指導等【施策番号86】

法務省は、刑事施設において、特別改善指導（【施策番号1、2】参照）として被害者の視点を取
り入れた教育（資5-86-1参照）を実施し、罪の大きさや犯罪被害者等の心情等を認識させるととも
に、犯罪被害者等に誠意を持って対応するための方法を考えさせるなどしており、2020年度（令和
2年度）の受講開始人員は538人であった。

少年院において、全在院者に対し、犯罪被害者等の心情等を理解し、罪障感及び慰謝の気持ちをか
ん養するための被害者心情理解指導を実施している。また、特に被害者を死亡させ、又は被害者の心
身に重大な影響を与えた事件を起こし、犯罪被害者や遺族に対する謝罪等について考える必要がある
者に対しては、特定生活指導として、被害者の視点を取り入れた教育を実施しており、2020年は、
43名が修了した。これらの指導の結果は、継続的な指導の実施に向け、更生保護官署に引き継いで
いる。

なお、矯正施設においては、家庭裁判所や検察庁等から送付される処遇上の参考事項調査票等に記
載されている犯罪被害者等の心情等の情報について、被収容者に対する指導に活用している。

保護観察所において、2007年（平成19年）12月から、犯罪被害者等の申出に応じ、犯罪被害者等
から被害に関する心情、犯罪被害者等の置かれている状況等を聴取し、保護観察対象者に伝達する制
度（心情等伝達制度）を実施しており、当該対象者に対して、被害の実情を直視させ、反省や悔悟の
情を深めさせるような指導監督を徹底している。2020年中に、心情等を伝達した件数は155件であっ
た。また、被害者を死亡させ、又は重大な傷害を負わせた保護観察対象者に対し、しょく罪指導プロ
グラム（資5-86-2参照）による処遇を行うとともに、犯罪被害者等の意向にも配慮して、誠実に慰
謝等の措置に努めるよう指導している。2020年において、しょく罪指導プログラムの実施が終了し
た人員は390人であった。

さらに、2021年（令和3年）3月に閣議決定された「第4次犯罪被害者等基本計画」に基づき、
「更生保護の犯罪被害者等施策の在り方を考える検討会」※21報告書、法制審議会からの諮問第103号に
対する答申を踏まえ、犯罪被害者等の視点に立った保護観察処遇の充実等に向けて必要となる施策を
検討し、実施することとしている。

加えて、2013年（平成25年）4月から、一定の条件に該当する保護観察対象者を日本司法支援セ
ンター（法テラス）※22に紹介し、法テラスにおいて被害弁償等を行うための法律相談を受けさせ、又
は弁護士、司法書士等を利用して犯罪被害者等との示談交渉を行うなどの法的支援を受けさせてお
り、保護観察対象者が、犯罪被害者等の意向に配慮しながら、被害弁償等を実行するよう指導・助言

※18 NA：Narcotics Anonymous。薬物依存者の自助グループ。
※19 AA：Alcoholics Anonymous。アルコール依存症者の自助グループ。
※20 GA：Gamblers Anonymous。ギャンブル等依存症者等の自助グループ。
※21 「更生保護の犯罪被害者等施策の在り方を考える検討会」
 犯罪被害者等の心情等を踏まえた保護観察処遇を実現させるための方策等を検討することを目的に、2019年（平成31年）に法務省保

護局長が設置した検討会であり、2020年（令和2年）に提言内容を含む報告書を取りまとめた。
※22 日本司法支援センタ―（法テラス）
 日本司法支援センター（通称：「法テラス」）は、国により設立された、法による紛争解決に必要な情報やサービスを提供する公的な法

人。
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を行っている。

資5-86-1 刑事施設における被害者の視点を取り入れた教育の概要

出典：法務省資料による。
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資5-86-2 保護観察所におけるしょく罪指導プログラムの概要

出典：法務省資料による。

「被害者の視点を取り入れた教育」の一環としての 
「生命のメッセージ展」

C O L U M N 7

特定非営利活動法人「いのちのミュージアム」の主な活動が、「生命のメッセージ展」である。交通事
故・犯罪等で命を奪われた被害者の等身大人型パネル（私たちは「メッセンジャー」と呼んでいる。）や
遺品の靴等の展示を通じて、被害者の無念さ、遺族の慟

どう

哭
こく

を知ってもらい、「命の大切さ」を伝える企画
である。
「生命のメッセージ展」は、教育現場・企業等様々な領域で、命の授業、交通安全教育、人権教育等の

啓発企画として、成果をあげていると思われる。
そして、「被害者の視点を取り入れた教育」※23の一環として、2013年（平成25年）から2017年

（平成29年）までの5年間、全国の矯正施設で巡回展示を実施させていただき、2020年度（令和2年度）
より再度、同様の巡回展示をさせていただいている。矯正施設での開催に当たっては、「命の大切さ」の

※23 被害者の視点を取り入れた教育
 【施策番号86】参照。

特定非営利活動法人「いのちのミュージアム」
代表 鈴木 共子
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10   再犯の実態把握や指導等の効果検証及び効果的な処遇の在り方等に関する調査研究
【施策番号87】

法務省は、検察庁、矯正施設、更生保護官署がそれぞれのシステムで保有する対象者情報のうち、
相互利用に適する情報について、対象者ごとにひも付けること（名寄せ）により、情報の相互利用を
可能とする刑事情報連携データベースシステム（System for Crime and Recidivism Prevention、
SCRP）を運用している。その上で、他の機関が個々の対象者に実施した処遇等の内容の詳細を把握
できるデータ参照機能（対象者レポート表示）や、多数のデータを用いた再犯等の実態把握や施策の
効果検証等を容易にするデータ分析機能（ダッシュボード出力、フリーデータ抽出）を整備・運用す
ることにより、再犯防止施策の実施状況等の迅速かつ効率的な把握やそれぞれの機関における処遇の
充実、施策の効果検証、再犯要因の調査研究等への利活用を可能とし、再犯防止施策の推進を図って

みならず、「誰も被害者にも加害者にもしない」という決意を新たに掲げて取り組んできた。
私たちの活動は、命を奪われた被害者に語らせるものである。等身大の人型パネルに貼られた被害者の

情報や遺族の思いを知り、足元に置かれた靴に触れ、秒針だけの時計が刻む鼓
こ

動
どう

を聴き、そして会場の
「赤い毛糸玉」に赤い毛糸を結んでもらう。つまり五感をとおして生きたくても生きることのできなかっ
た被害者の存在を感じてもらうのだ。「生命のメッセージ展」にスタッフ又は遺族が立ち会えば、メッセ
ンジャーからのメッセージとして「罪を犯した人たちへ」という詩を朗読している。犯した罪がどのよう
なものであれ、他人事ではなく、自分事として向き合ってくれたなら、「贖

しょく

罪
ざい

」の気持ちが育まれるので
はと、私たちは信じているからだ。メッセンジャーとの出会いが「再犯防止」につながるのであれば、被
害者の無念な死は無駄ではなかったと思われ、遺族にとってささやかな慰めにつながるかもしれない。

5年間の開催の成果は分からないが、「生命のメッセージ展」を見学した一部の受刑者から直接手紙や
寄付を受け取ることがある。当初、矯正施設での開催に関して、かなりの抵抗感を示す遺族が少なくな
かった。掲げた理念と抵抗感のアンビバレンスな感情を抱え、悩みながらの開催を続けてきたというのが
正直なところである。直接の事件事故の加害者ではない受刑者からの手紙であっても、「生き直そう」と
いう必死の気持ちが読み取れ、抵抗感が薄らいだ遺族もおり、再度の巡回展示に取り組むことができてい
るのかもしれない。コロナ禍で2020年度は、スタッフ及び遺族の立会いができず、メッセンジャーと
なった命を奪われた被害者と直接向き合ってもらった。文字どおり「死者との対話」という訳だ。限られ
た見学時間なので、メッセンジャー全員と向き合っていただけないかもしれないが、たとえ一人のメッセ
ンジャーであったとしても、何らかの気付きがあってほしいと私たちは願うのである。たかが人型パネ
ル、されど人型パネルで、「死者は無力ではない」と伝えたい。

東京都日野市にある「いのちのミュージアム」には、「生命のメッセージ展」の常設展示室がある。矯
正施設で「生命のメッセージ展」を見学し、その後出所してから、「いのちのミュージアム」に定期的に
訪れてくれる元受刑者がいる。「贖

しょく

罪
ざい

」と「更生」の決意を新たにするためだということだが、こうした
事例を通して、「いのちのミュージアム」が、ささやかながらも社会復帰支援につながれば幸いである。

被害者、加害者という立場の違いはあったとしても、「被害者も加害者も生まない社会」を目指して共
に歩んでいける社会であってほしいと、心から願うものである。

「メッセンジャー」と「赤い毛糸玉」 加古川刑務所における生命のメッセージ展の様子
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いる。具体的には、刑事施設における刑執行開始時調査の実施や、少年院における矯正教育計画の策
定、更生保護官署における生活環境調整の重点的な実施に当たっての参考資料として活用した。ま
た、2020年度（令和2年度）は、フリーデータ抽出を活用して刑務所出所者等に対する就労支援事
業の効果検証を実施し、効果的な支援について検討を行った。そのほか、2019年度（令和元年度）
は、再犯の状況や施策の実施状況を把握するための機能の充実やシステムを活用する職員向けの研修
を実施したほか、2020年度には「矯正施設におけるSCRPデータの活用法が学べるガイドブック」を
作成し、同システムの活用促進を図った。

また、2019年4月に、矯正研修所に「効果検証センター」を新設し、矯正処遇、矯正教育、社会
復帰支援、鑑別・観護処遇等に係る効果検証に加え、アセスメントツール（例えば、受刑者用一般リ
スクアセスメントツール（Gツール）（【施策番号66】参照）、法務省式ケースアセスメントツール

（MJCA）（【施策番号66】参照））や処遇プログラムの開発及び維持管理に資する研究等を体系的に実
施している。2020年3月には、刑事施設における性犯罪者処遇プログラム受講者の再犯等に関する
分析結果※24を公表したほか、2020年度には、各種アセスメントツールや指導プログラムの開発、効
果検証等によって得られた知見等を実務に積極的に還元するため、研究法、認知行動療法、ギャンブ
ル等依存症の理解等をテーマとして取り上げ、拡大研修会を計画的に企画・実施した。

なお、2020年6月に性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議において取りまとめられた「性
犯罪・性暴力対策の強化の方針」においては、性犯罪・性暴力対策の抜本的な強化のための方策の一
環として、仮釈放中の性犯罪者等にGPS機器の装着を義務付けること等について、諸外国の法制度・
運用や技術的な知見等を把握し、その結果を踏まえて所要の検討を行うことが掲げられており、2021
年度（令和3年度）末までを目途として、法務省において諸外国の調査を行うこととしている。

法務総合研究所において、2020年3月、研究部報告62「薬物事犯者に関する研究」を発刊し、我
が国における薬物事犯の動向及び薬物事犯者の処遇の現状、諸外国における薬物事犯者処遇の近況、
覚醒剤事犯で刑事施設に入所した者への質問紙調査の実施結果等をまとめて報告している（【施策番
号47】参照）。

※24 刑事施設における性犯罪者処遇プログラム受講者の再犯等に関する分析結果についてはこちら
 （URL：https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei05_00005.html）
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